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研究要旨 

【研究目的】 本研究の目的は、手帳判定における判定機関間の差異及びその差異を生じさせる要因を

明らかにし、今後の手帳判定に関して全国標準化するめに必要な基礎的資料を得ることにある。 

【研究方法】 平成16年度研究は全国60ヶ所の判定機関（精神保健福祉センター）を対象に、①法第

45 条判定事務に関わる全国アンケート調査及び②模擬症例の判定に関わる調査並びに③精神障害者保健

福祉手帳所持者100人を対象にした精神障害者の手帳に関する評価の３つの研究を通して得られた結果を

解析した。平成 17 年度はこれまでの判定に関わる「通知」の精査を行うとともに、全国８ヶ所のセンタ

ーの平成17年 11月の等級判定結果を無作為に抽出し、一元的尺度を用いて比較検討し、また、従来の診

断書の検討を通して「盛り込むべき情報のリスト案」を新たな「診断書（案）」としてまとめ、模擬事例

を通して従来の診断書との比較検討を行った。 

【結果と考察】 平成16年度研究において、平成15年度の手帳判定結果を地域別、判定機関別に人口

万対に換算して比較したところ大きな開きがあった。判定保留及び判定困難事例は全ての判定機関が経験

しており、その取り扱いとしては診断書作成医師に診断書を返戻、電話や文書での照会を行っていた。診

断書で日常生活能力の判定（８項目）と総合判定（５段階）とが齟齬する事例、また、状態像の記載など

が精神医学的整合性を欠く事例も全ての判定機関が経験していた。アルコール依存症、人格障害、てんか

ん、精神遅滞、乳幼児の精神障害、神経症圏(F4)、高次脳機能障害、広汎性発達障害、痴呆及び身体合併

症を有する精神障害の取り扱いには、いずれの判定機関も苦慮していた。模擬症例の判定結果の調査から

も各審査判定機関ごとに大きな差異がみられた。判定に当たっての細則や申し合わせ事項を独自に作成し

ている判定機関はわずか３ヶ所にとどまっていた。精神障害者保健福祉手帳の審査判定の現況は、地域間、

各審査判定機関間で大きな差異がみられた。この差異は無視しえないどころか、手帳制度の根幹に関わる

深刻な問題を有しているといえよう。この差異の要因については①診断書作成に関わる医師の疾病や障害

に対する考え方、病歴や現在症の記載の仕方、とりわけ疾病の重症度のとらえ方が一致していないこと、

②診断書に記載されるべき情報内容に関して、診断書の様式が成人を対象にしており、かつ、統合失調症

をモデルにしていることから、盛り込まれる情報が包括的であり、必ずしも十分ではないこと、③審査判

定に関わる委員の判定基準が不明確であり、特に、疾病の重症度や障害の程度に関する判定基準が異なる

ために生じていること、が示唆された。平成17年度研究において、これまでの審査判定に関わる「指針」

（国の通知など）の精査を行ったが、等級区分などにおいてなお明確化が不十分なところが少なからずみ

られ、国際生活機能分類（ICF）などの最近の研究成果と照らし合わせても必ずしも今日的とはいえず、

その見直しの必要が考えられた。また、全国８ヶ所のセンターで平成17年 11月に審査判定された事例の

判定等級結果と「日常生活能力の判定」を一元尺度化した評価表からの得点との相関を解析した結果、判
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定ロジックに差異があることが明らかとなった。これを最小化するためには、「得点」を用いての評価方

法の検討が必要である。診断書に盛り込まれるべき情報のリスト（案）については、新たに「研究班版手

帳診断書（案）」としてまとめた。診断書記載に関してはより詳細な記述に、病状の推移に関しては、障

害の変動性・周期性の有無、治療や社会資源の利用状況、支援による効果と予後及び過去2年間の重症度

の評価を記載することとした。能力障害の状態については国際生活機能分類（ICF）に準拠して障害程度

を判断することとした。この診断書（案）に基づき模擬事例を作成し検討を加えたところ、記載不足によ

るあやふやさが改善されていること、日常生活能力を適切に記載することで公平・公正な審査判定が可能

となることが示唆された。  

【結論】 精神障害者保健福祉手帳の審査判定の現況をみると、審査判定機関間に等級判定に関して「差

異が」が見られ、かつ、この「差異」は無視し得ないどころか手帳制度の根幹を揺るがしかねない現状に

あり、早急な解決策が求められている。そのためには診断書作成に関わる医師に対する標準化された手引

き、診断書に盛り込まれるべき情報を再検討し、診断書様式を見直すこと、審査判定に際しての判定基準

を明確にすることが必要である。そして手帳等級判定における「差異」を最小にするためには、従来の判

定に関わる「指針」等を見直し、診断書に盛り込まれるべき情報を整理し、日常生活能力に関しては国際

生活機能分類（ICF）に準拠したものに、かつ、評価については一次元尺度化した評価方法に改め、客観

的な評価を可能にすることが必要である。 
 
Ａ．はじめに  

 精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保

健福祉手帳（以下、手帳）の審査判定事務は、これ

まで各都道府県・政令指定都市（以下、指定都市）

の精神保健福祉審議会の部会が行ってきた。精神保

健福祉法改正により、平成 14 年にこれらの審査判

定事務が精神保健福祉センター（以下、センター）

の業務と位置付けられ、全国センター長会総会や研

究協議会、更には同会のメーリングリストを活用し

ての情報交換が行われることとなった。 
これらの情報交換により、診断書の記載内容やそ

の評価の仕方、審査判定時の判定基準についての議

論が促進され、手帳の審査判定に関する問題点が次

第に明らかとなってきた。 
従来、手帳の審査判定に関しては国の通知「精神

障害者保健福祉手帳制度実施要領について（障第

245 号、平成 12 年３月 31 日）」、「精神障害者保健

福祉手帳の判定基準について（健医発第 1133 号、

平成７年９月 12日）」に基づき、また、財団法人日

本公衆衛生協会編の「精神障害者保健福祉手帳の手

引き（診断書作成・障害等級判定マニュアル）」を参

考に審査判定を行ってきた。 
しかし、全国センター長会のこれまでの検討結果

は、手帳の審査判定が必ずしも全国標準化されてお

らず、審査判定が各都道府県・指定都市の判定機関

（以下、各判定機関）の裁量に委ねられており、そ

の結果、手帳等級判定結果に差異が生じていること

が問題点として指摘されてきた。 
また、濱野らの平成 16年度厚生労働科学研究「精

神保健サービスの評価とモニタリングに関する研

究」における「精神障害者保健福祉手帳の交付基準

に関する調査」によれば「各都道府県・指定都市は

国の通知に基づき、総合的に判断して手帳を交付し

ている」が、「しかし、その解釈は各都道府県・指定

都市間によって異なる場合があり、また、独自の認

定基準を文章化している都道府県もみられた」とし

ており、手帳の審査判定に差異があることを指摘し

ている。 
全国センター長会は手帳の審査判定における現況

を踏まえ、かつ、今後の精神障害者福祉の総合的な

推進のために「手帳制度」の維持・発展は欠かせな

いとの観点から、また、精神障害者の地域生活を支

援する立場から、手帳の審査判定における地域間の

差異を極小化し、全国標準化された手帳制度として

その信頼性を高める必要があり、そのためには手帳

の審査判定に関する詳細、かつ、精度の高い全国調

査を行い、その運用上の問題点を明らかにすべきと

して、本研究の推進に全面的に協力する機関決定を

行った。 
本研究はこうした背景の中で平成 16 年度から平

成 17 年度の２年間にわたる研究として進められた

ものである。 
 
Ｂ．研究目的 

本研究の目的は、手帳判定における判定機関間の差

異及びその差異を生じさせる要因を明らかにし、今

後の手帳判定に関して全国標準化するために必要な

基礎的資料を得ることにある。平成 16 年度は①法

第 45 条判定事務に関わる全国アンケート調査、②

模擬症例の判定に関わる調査、③精神障害者の手帳

に関する評価の全国調査を行い、手帳の審査判定に

関する問題点及び判定結果の各判定機関間の差異を

明らかにすると共に、その差異が生じる要因を分析

することとし、平成 17年度は平成 16年度研究にお
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いて手帳等級判定において審査判定機関間に無視し

得ない「差異」があることから、この差異を生じさ

せる要因を分析した中から判定に関わる「指針」や

診断書に盛り込まれるべき「情報のリスト（案）」を

「新たな診断書（案）」として作成し、今後の精神障

害者保健福祉手帳の審査判定を全国標準化すること

によって手帳制度の信頼性を高めるための基礎的な

資料を得ることにある。 
 
Ｃ．研究方法 

平成16年度は全国60ヶ所の各判定機関を対象に

した２つのアンケート調査と全国６ヶ所の精神障害

者地域生活支援センターを利用する手帳所持者 100
名を対象にしたアンケート調査から得られた結果を

比較検討し、その解析を行った。平成 17 年度はこ

れまでの判定に関わる国の「通知」の精査を行うと

ともに、全国８ヶ所の精神保健福祉センターの協力

を得て、平成 17年 11月に行った等級判定結果を無

作為に抽出し、日常生活能力の程度の評価について

独自に開発した「一元的評価尺度」を用いて比較検

討するとともに、従来の診断書の検討を通して、「盛

り込むべき情報のリスト（案）」を作成し、全国精神

保健福祉センター長会メーリングリストを活用して

全国の精神保健福祉センター長に意見を求め、それ

を踏まえて新たな診断書（案）を「研究班版手帳診

断書（案）」及び「記入に当たっての留意事項」とし

てまとめた。更に、研究班版診断書案について模擬

事例を作成し、現行診断書との比較検討を行った。 
 
Ｄ．結果 

(1) 法第 45 条判定事務に関わる全国アンケート

調査から 
① 判定結果の差異について 

法第 45 条判定事務に関わる全国アンケー

ト調査によれば、平成 15 年度の審査判定件

数（再判定、再々判定を含む）は全国で

101,813 件となっており、その判定結果は１

級が 20,894 件、２級が 54,290 件、３級が

23,080件、保留が 2,307件、非該当が 1,230
件となっていた。表１は平成 15 年度の万対

各等級者判定数を地域ブロック並びに政令指

定都市別にみたものである。 
北海道・東北ブロックは１級判定が平均の

1.4 倍となっており、指定都市では３級が平

均の 1.7 倍となっており、万対判定者数を都

道府県・指定都市で最大と最小値を比較する

と、１級では 25.3 倍、２級は 19.4 倍、３級

は 270倍となっており、大きな差異が認めら

れた。 
② 審査判定時の問題点 

平成 15 年度の審査判定において保留とさ

れた診断書は総数 2,307件となっており、全

判定結果の 2.3％となっている。判定保留・

判定困難事例は全ての判定機関が経験してお

り、その取り扱い（複数回答）は診断書作成

医師に返戻するか文書若しくは電話で照会す

る審査判定機関が全体の 94.2％を占めてい

た。 
ところで診断書の記載内容が不十分であっ

たり、不適切であれば、審査判定では保留と

なる場合が多いが、その中身をみると、日常

生活能力の判定（８項目）と日常生活能力の

程度（５段階）とが齟齬する診断書について

は全ての判定機関が経験しており、その取り

扱いは概ね８項目に即して判定するが

29.0％、概ね５段階に即して判定するが

17.7％、記載の不備として記載した医師に返

戻が 50.0％、その他が 3.2％と対応が分かれ

ている。また、状態像の記載などが医学的整

合性を著しく欠く診断書については 91.5％
の判定機関が経験しているが、それに対して

妥当な記載となるまで記載した医師に返戻・

照会を繰り返すが 48 ヶ所（81.4％）となっ

ていた。 
他方、アルコール依存症、人格障害、てん

かん、精神遅滞、日常生活能力の低下が合併

身体疾患（障害）によるもの、乳幼児の精神

障害、神経症圏（Ｆ４）、いわゆる高次脳機能

障害、広汎性発達障害、痴呆の取り扱いには

いずれの判定機関も苦慮していた。 
以上からみて、診断書作成時に既に問題を

内包していること、審査判定時における判定

基準が必ずしも明瞭ではなく、各審査判定機

関の裁量に委ねられていることが審査判定結

果の差異を生じさせる大きな要因となってい

ると考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 

北海道・東北 関東・甲信越 　中部・近畿 　中国・四国 　九　州 　指定都市 　平　均

 １　級 　２．３ 　１．６ 　１．７ 　１．５ 　１．７ 　１．４ 　１．７

 ２　級 　３．２ 　４．０ 　４．１ 　３．８ 　５．２ 　５．６ 　４．４

 ３　級 　１．１ 　１，８ 　１．６ 　１．４ 　１．７ 　３．１ 　１．８

表１ 万対地域ブロック・指定都市別判定者数 
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③ 判定に関する細則や申し合わせ事項 
審査判定が各審査判定機関の裁量に委ねら

れていることが明らかとなったが、では各審

査判定機関ではどのように対処しているので

あろうか。 
全国アンケート調査によれば、独自に細則

を策定している審査判定機関は全国３ヶ所に

過ぎない。審査判定委員の申し合わせや不文

律を有するところも３ヶ所に過ぎない。そし

て、調査によれば多くの審査判定機関は委員

の合議、一部合議で判定を行っているのが実

情である。 
    従って、日常生活能力の８項目、５段階が

齟齬する場合において「１級と２級は日常生

活について評価・判断されるものであること

から、社会生活関連項目が重度であったとし

ても、日常生活関連項目が軽度であれば３級

に判定する」とするものが14ヶ所（23.7％）、

「社会生活関連項目が重度である場合は日常

生活に著しい制限がなくとも１級または２級

に判定する」が 13 ヶ所（22.0％）、「主治医

の評価した総合判定に従う」が 12 ヶ所

（20.3％）、「その他」が 20ヶ所（33.9％）と

前３者はほぼ拮抗している。これは明かに「判

定基準」が分かれていることを示すものであ

り、模擬症例の判定結果とも一致している。 
(2) 模擬症例の判定に関わる調査から 
① 等級判定結果の全体像 

    全国60ヶ所の審査判定機関に10ケースの

模擬症例の審査判定を依頼、58ヶ所から回答

（回収率 96.7％）を得た。模擬症例 10 ケー

スのうち、１級認定から３級認定までにわた

って判定のばらつきがみられたものが４ケー

スみられた。他の６ケースにおいても２級と

３級に判定結果が大きくわかれており、すべ

ての模擬症例で判定のばらつきが認められた。 
各症例ごとの等級判定結果を以下の表２に

示す。 
 
 

 

② 等級判定のばらつきの要因 
    模擬症例の判定結果の「ばらつき」をみる

と、精神遅滞や高次脳機能障害など病名によ

って等級判定を行わないとするところもある

一方、それにとらわれずに日常生活能力の判

定、程度によって等級判定しているところも

あり、また、統合失調症や気分障害（躁うつ

病）の症例において、日常生活能力の判定、

程度を重視しての、或いは病歴、病状・状態

像を考慮しての判定では等級判定に差異がみ

られている。反社会的行動の有無、病歴や精

神症状・状態像の記載から疾患の重症度をど

うみるかによっても判定結果に差異が生じて

いる。適応障害や解離性障害など、恒常的な

障害ではなく、一過性ないし永続しない病態

や、症状が固定せず浮動的に出現する疾患に

ついては、認定すべきか否かで判定結果が左

右されている。いずれにしても手帳判定に当

たっては、総合的に判断して審査判定するこ

とになっているが、その場合、何に重きを置

くかで判定結果に差異が生じることが確認さ

れた。 
?  精神障害者の手帳の評価 

精神障害者地域生活支援センターを利用して

いる 100 人の手帳所持者を調査した。その結果

は概ね現状の等級判定に肯定的な評価をするも

のが 85％となっていた。反面、否定的な評価を

している者も 15％おり、その多くが等級判定結

果に対するものであった。手帳の評価は現に受

けている福祉サービスと連動していることが窺

われ、それが評価の基準となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

症例１ 症例２ 症例３ 症例４ 症例５ 症例６ 症例７ 症例８ 症例９ 症例10

１級認定 ０ ０ ５ ８ ０ １６ ０ ０ ０ ３

２級認定 ３９ ４２ １８ ６ １６ ２９ １０ ３０ ３７ ４８

３級認定 １６ １３ １１ １ ３８ １ ４２ ２４ １６ ２

非該当 ０ ０ １ ２６ ０ ３ ０ １ １ ０

保留（照会） １ ２ １３ ８ １ ４ ３ ２ １ １

保留（返戻） ２ １ １０ ９ ３ ５ ３ １ ３ ４

　計 ５８ ５８ ５８ ５８ ５８ ５８ ５８ ５８ ５８ ５８

表２ 模擬症例の判定結果 
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?  手帳判定に関わる国の通知等の検討について 
 平成 16 度の研究によれば、手帳審査判定に

おいて独自の審査判定の細則を採用している審

査判定機関は極めて少なく、実際上は国による

以下の通知を明示的基準としていた。即ち、「障

害等級判定基準（平成 7 年 9 月 12 日健医発第

1,133号）」、「障害等級の基本的とらえ方（平成

7年 9月 12日健医発第 1,133号）」、「精神障害 
 
者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当

たっての留意事項（平成 7 年 9 月 12 日健医精

発第 46号）」である。 
 特に、「障害等級の基本的とらえ方（以下、「と

らえ方」と略す）」は、平成 18年 4月 1日から

の障害者自立支援法の施行にともない、障害程

度区分認定申請にあたって添付される医師意見

書の記載項目にも準用されており、今後とも精

神障害者の障害程度の目安として用いられるこ

とが考えられる。しかし、これをよりどころと

して行う手帳の審査判定においては、等級判定

結果の「差異」を生じさせる要因となっている

ことから、各審査判定機関の「差異」を最小化

する意味でも「とらえ方」の検討は欠かせない。 
① 「とらえ方」と「施行令第６条の等級定義」 
 「とらえ方」と「施行令第６条の等級定義」

との関係をみると、施行令第６条第３項の等

級定義ははなはだ抽象的であり、それを補完

する上で、即ち、一定程度の明解さをもって

換言するところに大きな意味を有している。

しかし、なお明確化が不十分であるところも

みられ、記載者たる主治医の誤解を招きかね

ない部分も少なくなく、必ずしも審査判定の

実務上の困難に応えるものとはなっていない。

また、施行令第６条の定義は基本的には国際

障害分類（ ICIDH ） 1980 の能力障害

disabilities に依拠したもので、障害の程度の

定義としては国際生活機能分類（ICF）2001
をはじめとする最近の研究成果と照らした場

合、決して今日的なものとはいえないことも

事実である。例えば、2 級と 3 級の各級にお

いて「（精神障害の状態が）日常生活（又は社

会生活に）（著しい）制限を加えることを必要

とする程度のもの」との表現は、身体障害、

とりわけ内部障害において医学的見地からみ

たものとしては妥当性を有しているかも知れ

ないが、こと精神障害においては精神障害者

の人権保障や社会参加の促進との観点からす

れば定義としての表現の適切さについては議 
 

論の余地を残している。 
② 「とらえ方」全体を通じた問題 

    障害等級の審査判定においては、障害各級

の基本的な範囲と程度を明示的（ポジティブ）

に特定する必要がある。しかし、「とらえ方に」

においては例外でない「原則としての基本的

基準」の例示に極めて乏しく、そのため障害

の基準が特定しがたい表現となっている。特

に、文書全体を通じて「著しい」、「大きく」、

「些細な」等の副詞の意味するところが明確

に定義されておらず、結果として診断書を記

載する主治医や審査判定に関わる判定者の言

語的感覚に委ねざるを得ず、審査判定の妥当

性が揺らぎかねない結果をもたらす危険性を

有しているといえよう。 
    更に「とらえ方」は統合失調症を標準的な

精神障害者のモデルとして、統合失調症にみ

られる一般的な病状をその重症度に沿って階

層的に並べた表現によって構成されているが、

それ以外の疾患群、例えば神経症性障害等に

おいて必ずしも当てはまらないものが多々み

られることも事実である。精神障害者保健福

祉手帳は極めて幅広い疾患群を対象にしてい

る以上、疾患群毎の判定のアンカーポイント

を示すことや、生活能力や社会能力のスペク

トラムの各々について指標を用いる等の検討

を行い、客観的かつ適切に評価することが必

要といえよう。 
(5) 客観的・普遍的な等級判定の可能性について 
 客観的・普遍的な等級判定の可能性を探るた

め全国８ヶ所の精神保健福祉センターの協力を

得て、平成17年11月に判定を行った事例の内、

「主たる精神障害」もしくは「従たる精神障害」

がてんかんであるものを除き、無作為に抽出し

た 30～50 事例に関する調査を行った。その結

果は以下の通りである。 
① 判定事例の背景について 

対象者はF2（統合失調症、統合失調症型障

害及び妄想性障害）が過半数を占めていた。

平均年齢は 50才前後であった。 
② 判定等級と「日常生活能力の判定」との関

係について 
「日常生活能力の判定」の 8項目を一元尺

度化した。「自発的にできる」もしくは「適切

にできる」を 0 点、「自発的にできるが援助

が必要」もしくは「概ねできるが援助が必要」

を 1点、「援助があればできる」を 2点、「で

きない」を 3 点とし、8 項目の合計点を算出

し、「日常生活能力の判定得点」（以下、得点）
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とした。 
    その結果、判定等級と本「得点」間には関

連がみられ、本「得点」の有用性が示唆され

た。1 ヶ所を除き、1 級と 2 級は「得点」が

比較的明確に分離された。２級と３級に関し

ては、比較的明確に分離されるものの、一部

重なりがみられるものに分かれた。これは等

級判定に際し、「日常生活能力の判定」以外の

指標が加味されていることが示唆された。 
 
③ 判定等級と「日常生活能力の程度」との関

係について 
判定等級と「日常生活能力の程度」から導

きだされる等級の一致率をみると、一致率は

各審査判定機関間で著しい差異がみられた。

前項の結果と照らし合わせると、等級判定の

際、2 ヶ所の判定機関は「日常生活能力の判

定」を極めて重視しており、4 ヶ所は「日常

生活能力の判定」を重視しつつも、「日常生活

能力の程度」も考慮しており、1 ヶ所はその

中間であった。また、1 ヶ所は「日常生活能

力の程度」を極めて重視していた。 
④ 判定に加味されるその他の情報 

判定に加味される情報としては「精神疾患

（機能障害）の状態」、「前回の等級」などが

あげられている。 
⑤ 「日常生活能力の判定」を一次元尺度化す

ることの意義について 
「日常生活能力の判定」を一次元尺度化し、

「得点」とすることで、各審査判定機関間の

等級判定ロジックの差異を具体的に明らかに

することが可能となった。今後、「得点」の信

頼性・妥当性・一次元性を再確認し、それに

改良を加えれば等級判定における客観性・普

遍性がある程度担保されると思われる。 
?  手帳診断書に盛り込まれるべき情報と新たな

診断書案に関して現行診断書を踏まえ、精神障

害者保健福祉手帳診断書に盛り込まれるべき情

報を検討し、その情報のリスト（案）を「研究

班版手帳診断書（案）」としてまとめ、その記入

の手引きとなる「記入にあたって留意すべき事

項（案）」を作成した。これらについて全国精神

保健センター長会メーリングリストを通しての

意見聴取を行い、修正を加えた。 
① 「研究班版手帳診断書（案）」について 

住所については実態のある居住地を記載す

ることとし、入院や通過型居住施設利用時は

住民登録に従うこととした。精神障害の認定

において疾患の存在は最重要事項の１つであ

り、病名欄で可能な限り明確に行えるように

した。即ち、ICDコードをF0X からF9X の

いずれかを 3桁で、更に基礎疾患の判別のた

めF0、F1の疾患の場合は4桁（F0XX、F1XX）
とした。てんかんの場合はてんかん性精神障

害についてはF0XX で、てんかん発作のみの

場合はG40とした。主たる精神障害に起因す

る病態或いは精神障害の治療に関連した病態

については二次的な病態やそれによる障害を

判別できるようにした。精神疾患の経過と生

活の状態については、できるだけ詳細な情報

を求めた。また、現在の病状、状態像等につ

いては項目を整理、追加するとともに、選択

記入しやすい書式とした。精神障害の特性で

ある症状や障害の変動性・周期性の有無及び

程度、治療や社会資源利用、支援による効果

と今後の予後について具体的に記載すること

とした。更に、過去 2年間の重症度を評価す

ることとした。現在の医療状況はより具体的

に記載するようにした。能力障害の状態につ

いては、包括的な精神障害の評価として精神

機能の全体的評価尺度（GAF）の活用も検討

したが、生活面でのより詳細な能力評価が行

われる必要もあることから、日常生活能力に

ついては国際生活機能分類（ICF）に準拠し、

評価に関しては５段階評価とした。日常生活

能力の程度に関しては審査判定機関が総合的

に判定するところからこれを削除した。 
② 「記入にあたって留意すべき事項（案）」に

ついて 
「研究班版手帳診断書（案）」について、特

に重要な点についての留意点を列記した。認

知症の程度判定に CDR による評価を求めた

ことから、CDR スケールを表示、更に ICF
についての解説事項も加えた。 

?  「研究班版手帳診断書」に基づく模擬事例を

通した現行「診断書」との比較検討について 
「研究班版手帳診断書（案）」と「記入にあたっ

て留意すべき事項（案）をもとに模擬事例 5例

（統合失調症 2事例、気分障害、神経症圏精神

障害、器質性精神障害各 1例）を作成し、現行

診断書との比較検討を試みた。「研究班版診断書

（案）」は現行診断書に不足している情報が盛り

込まれ、等級判定のばらつきの要因となる診断

書の記載不足による判定のあやふやさが改善さ

れていることが確認された。しかし、神経症性

障害や発達障害、高次脳機能障害等の等級判定

に関しては診断書書式の改訂だけでは解決でき

ない困難さがあることも確認された。これらの
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疾患群については障害特性を考慮した生活能力

のとらえ方をどうするのか、等の研究が必要で

ある。また、国際生活機能分類（ICF）に準拠

した生活能力の状態の記載欄があることで、総

合的、客観的な判断が可能となるが、そのため

には記載マニュアル、判断基準を整理する必要

もある。そのための基礎的な研究も必要である。 
 

Ｅ．考察 

手帳の審査判定は、医師の診断書が添付された申

請については各都道府県・指定都市のセンターが審

査判定を行い、障害年金を受給している者は年金証

書の写しからも手帳の交付を受けることができるこ

とになっている。現在、各都道府県・指定都市の手

帳の審査判定は国の通知に基づき、また、精神障害

者保健福祉手帳の手引きを参考にして行われている。

精神障害者の福祉施策が次第に充実するに伴い、手

帳の申請件数や交付件数は増加している。また、そ

れに伴い、手帳の審査判定についての情報交換が、

主に審査判定機関である各都道府県・指定都市のセ

ンター間で行われるようになり、その中で、審査判

定の差異が問題とされるようになった。その視点は、

同一の精神障害者は同一の障害等級の判定を受ける

権利を有しており、居住地域の相違により、障害等

級の判定に差異が生じることになれば、ひいては受

けるべき福祉サービスの量や質に差異が生じること

となり、著しく不公平なこととなるからに他ならな

い。本研究はこうした視点に基づき、何よりも手帳

判定の現状と問題点を明らかにし、今後の手帳制度

の一層の充実に資するために行われた。 
本研究において、精神障害者保健福祉手帳の審査

判定の現況をみると、地域ブロック及び都道府県・

指定都市間で大きな差異がみられた。この差異は無

視し得ないどころか、手帳制度の信頼性の根幹に関

わる問題を有していることが明らかとなった。 
この差異が生じる要因として、以下の３点があげら

れる。 
第１に診断書作成に関わる医師の疾病や障害に対

する考え方、病歴や現在症及び状態像のとらえ方、

とりわけ疾病の重症度のとらえ方が必ずしも一致し

ておらず、また、日常生活の障害程度と疾病の重症

度が必ずしもパラレルでないことから、記載に当た

っては診断書作成医師の経験則が重視されており、

総合判定において相当な隔たりが生じることが挙げ

られる。事実、平成 15 年度の審査判定において、

判定保留や非該当となる診断書は全体の 3.5％を占

めており、記載内容の不備、日常生活能力（８項目）

と日常生活能力の程度（５段階）が齟齬する事例、

病歴や現在の病状、状態像の記載に医学的整合性の

欠ける事例などはこのことを端的に示している。 
第２は診断書に盛り込まれる情報内容についてで

ある。診断書の様式が成人を対象にしており、かつ、

統合失調症をモデルにしており、盛り込まれるべき

情報も病名、病歴、現在の病状、状態像や日常生活

能力の判定項目（８項目）、日常生活能力の程度（５

段階）が包括的であり、必ずしも十分ではないこと

があげられる。アルコール依存症、人格障害、てん

かん、精神遅滞、日常生活能力の低下が合併身体疾

患（障害）によるもの、乳幼児の精神障害、神経症

圏（Ｆ４）、いわゆる高次脳機能障害、広汎性発達障

害、痴呆の取り扱いにはいずれの判定機関も苦慮し

ているのが現状であり、模擬症例の判定結果の「ば

らつき」は、盛り込むべき情報を多用な疾患に対応

可能なものにすべきことをも示唆している。従って、

診断書に盛り込むべき情報を、多様な精神疾患や適

正な障害認定に対応すべく再検討することが不可欠

である。 
第３は審査判定に関わる委員の判定基準が不明確

であり、疾病の重症度や日常生活能力の判定及び程

度に関する基準を明確にする必要がある。 
審査判定における細則や申し合わせ事項を独自に策

定している都道府県・指定都市は全国で３ヶ所に過

ぎない現状、或いは日常生活の８項目と５段階が齟

齬するケースの判定時の判定基準の「ばらつき」や

模擬症例の判定結果の「ばらつき」は深刻といわね

ばならない。 
上記を踏まえ、成17年度に「障害等級判定基準」、

「障害等級の基本的とらえ方」、「精神障害者保健福

祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意

すべき事項」等の通知等を検討した。その結果、現

行診断書判定において各審査判定機関で実務上広く

参考にされている「障害等級の基本的とらえ方」は

等級区分においてなお明確化が不十分なところがあ

り、診断書を記載する医師に誤解を生じかねない部

分も少なくなく、判定の実務における困難に応える

ものと必ずしもなっていないこと、具体的には「と

らえ方」に示される「定義」は基本的には国際障害

分類の能力障害に専ら依拠したものであり、障害の

程度の定義としては国際生活機能分類をはじめとす

る最近の研究成果と照らし合わせると今日的とはい

い難いこと、また、統合失調症を標準的なモデルと

していることから、他の疾患群には必ずしも当ては

まらないものが多々あること、これを改善するため

には疾患群毎のアンカーポイントを示すことや、生

活能力や社会能力のスペクトラムの各々について適

切な重み付けを施す必要があり、現状の知見に則し

てこれら通知を見直す必要がある。 
手帳判定において「客観的・普遍的な等級判定」
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が求められているが、その「可能性」に関する調査

を等級判定結果と「日常生活能力の判定」8 項目を

一次元尺度化した評価表を用いて「得点化」した結

果とを比較検討したところ、等級判定と本尺度に基

づく「得点」との間には関連がみられ、得点の有用

性が示された。今後、更に検討を深めることによっ

て、客観的・普遍的な評価法の確立が可能となるこ

とが示唆されたといえよう。 
他方、手帳診断書に盛り込まれるべき情報のリス

ト（案）を全国センター長会のメーリングリストを

通して意見聴取し、それを踏まえて「研究班版診断

書（案）」として取りまとめた。同時に「記入にあた

って留意すべき事項（案）」を作成し、更に、これに

基づき「模擬事例」を作成し、現行診断書との比較

検討を行った。 
「研究班版診断書（案）」はできるだけ詳細な記述

を求め、過去 2年間の重症度評価項目を追加するこ

ととし、日常生活能力については国際生活機能分類

（ICF）に準拠した。 
現行診断書と比較した場合、現行診断書に不足し

ている情報が盛り込まれたことから、手帳判定のば

らつきの要因が除去されたことから、審査判定機関

に公平・公正な審査判定を委ねることができること

が確認された。しかし、神経症性障害や発達障害、

高次脳機能障害等の疾患群は診断書改訂だけでは解

決できない問題も有していることも確認された。 
 
Ｆ．結論 

平成９年３月、（財）全国精神障害者家族連合会は

「障害者手帳・障害年金における障害評価に関する

研究」を行っている。その中で、手帳制度に関する

「判定基準・障害評価の議論が必要」とする一方、

「判定の地域格差の解消は、制度の改善の中で」と

の指摘を行っている。しかし、手帳制度についての

本格的な調査研究は行われておらず、ようやく平成

16年度の濱野らの研究により、その端緒が開かれた

に過ぎない。 
世界保健機関（ＷＨＯ）は平成 13 年５月に国際

生活機能分類（ＩＣＦ）を採択しているが、こうし

た新たな障害分類を視野に入れて、かつ、本研究が

明らかにした現況を踏まえ、診断書に盛り込まれる

べき情報を再検討し、判定を全国標準化すべく、手

帳診断書作成に関わる医師に対して、また、手帳の

審査判定機関に対して、現行の判定基準見直し、新

たな判定基準（指針）を作成することが必要である。 
精神障害者保健福祉手帳の審査判定の現況をみる

と、審査判定機関間に等級判定に関して「差異が」

が見られ、かつ、この「差異」は無視し得ないどこ

ろか手帳制度の根幹を揺るがしかねない現状にあり、

早急な解決策が求められている。そのためには診断

書作成に関わる医師に対する標準化された手引き、

診断書に盛り込まれるべき情報を再検討し、診断書

様式を見直すこと、審査判定に際しての判定基準を

明確にすることが必要である。そして手帳等級判定

における「差異」を最小にするためには、従来の判

定に関わる「指針」等を見直し、診断書に盛り込ま

れるべき情報を整理し、日常生活能力に関しては国

際生活機能分類（ICF）に準拠したものに、かつ、

評価については一次元尺度化した評価方法に改め、

客観的な評価を可能にすることが必要である。 
本研究ではそのための叩き台として「研究班版診

断書（案）」並びに「記入にあたって留意すべき事項

（案）」を作成した。また、手帳制度の信頼性・公平

性を担保するためにも等級判定の精度を向上させる

ための客観的な評価法を確立することが必要であり、

新たに開発した一次元尺度化した評価法を検討した。

平成 18 年４月から施行された障害者自立支援法に

おいても精神障害者保健福祉手帳はその入り口で、

現行診断書は日常生活能力の判定などで障害程度区

分などと深く関わっており、今後とも手帳制度や審

査判定に関する研究を深めることが大きな課題とな

っていると思われる。 
 
Ｇ．健康危険情報 なし 
 
Ｈ．研究発表 なし 
 
Ｉ．知的財産権の出願・登録状況 なし 
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